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　２月４日（土）ホテルさつき苑にて、当所青年部創立
20周年記念式典が開催されました。
　式典では、定松青年部会長が「創立 20年という節目を
迎えられたことは、歴代会長はじめ、OB及びご臨席いた
だいた皆様のご協力の賜物です。今後も YEG 事業に取り
組み、先輩方に恥じない活動を行い、他青年団体との連携
や交流を通して鹿屋・大隅発展のために頑張りたい。」と
挨拶。これに対し、坪水徳郎会頭より「鹿屋商工会議所の
創立 50周年を機に設立された青年部が、商工会議所活動
の一翼を担うまでに成長したことが頼もしく、今後も大き
な期待を寄せている。この節目を契機に、諸先輩が気概と結束力で１年１年積み重ねられた組織基盤
とノウハウを学び、自己研鑽に努め会員一丸となって地域活性化と明るく豊かな郷土づくりに若い力
を十分に発揮してください。」と激励の言葉を頂いたほか、森山𥙿衆議院議員や中西茂鹿屋市長、古賀
紳也九州ブロック商工会議所青年部連合会長より祝辞をいただき、青年部一同、今後の YEG 活動に対
して気持ちを新たにしていました。
　続いて、歴代会長の功績を讃え第 10代から第 19代会長への表彰状の贈呈が行われ、表彰者を代表し、
第 10代会長の山下雄喜氏が、10年間の思い出を交え謝辞を述べられました。
　そして、式典終了後に行われた鹿児島県商工会議所青年部連合会研修事業『声にする地方創生』では、
鹿屋市の福井副市長をはじめ、７名のプレゼンテーターの方が、自社の取り組みやこだわりについて
説明し、各地区 YEG会員のほか、参加していた鹿屋市内の学生にも好評の中終了。引き続き行われた「祝
賀会」では 20年の軌跡を振り返り、さらなる YEG活動の発展を誓い合いました。

青年部だより青年部だより

「鹿屋商工会議所青年部創立２０周年記念式典」を挙行！「鹿屋商工会議所青年部創立２０周年記念式典」を挙行！

▲挨拶する鹿屋商工会議所青年部　定松光徳会長

▲研修事業「声にする地方創生」の様子 ▲表彰を受ける山下雄喜第10代会長

KANOYA  CHAMBER 
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▲多くの来場者で賑わう会場

　２月８日（水）当所において、鹿屋・
大隅地域の食品や加工品の販路拡大・販
売促進を目的とした「第７回まるごと “お
おすみ ” アグリ・フード商談会」及び鹿
屋・大隅地域の観光 PRを目的とした「お
おすみ食の EXPO」が当所主催により開
催されました。
　本商談会は個別商談に重点を置いた商
談会で、午前（９：20 ～ 10：45）と午
後（13：00 ～ 16：00）の２部構成で
バイヤーとの「個別商談会」が行われ、
11：00～ 13：00の間には、当所大ホー
ルにおいて招聘バイヤーを対象にした「内
覧会」と並行して、一般バイヤーを対象

にした「フリー商談会」を実施いたしました。
　個別商談会においては、鹿児島県内外から招いたスーパーマーケット・百貨店・食品商社・通信販
売会社などの招聘バイヤー 28社 39名（新規９社 15名）と地元出展事業者 42社（新規６社）の間で、
商品カタログや FCP シートを基に試飲・試食を通じて、商品の説明や PR、流通ルート及び納入方法な
ど活発な商談が行われました。
　当日の個別商談件数は前回を 31件上回る 219 件となりました。継続商談件数は前回を 14件下回る
105 件となったものの、成約商談件数は前回の２倍となるこれまでで最多の 38件となりました。
　成約商談が増えた要因は、商談会の継続開催に伴い、商品がブラッシュアップされ、また、出展者
のプレゼン力が向上したこと、加えて招聘したバイヤーの鹿屋・大隅の食材に対する関心の高さにあ
ると思われます。

＜個別商談件数について＞

総商談（件） 継続（件） 成約（件）

第１回（H23. ２.18 開催） 119 70 19

第２回（H24. ２.10 開催） 105 58 23

第３回（H25. ３. １開催） 226 126 30

第４回（H26. ２.28 開催） 268 142 31

第５回（H27. ２.25 開催） 307 137 37

第６回（H28. ２.24 開催） 186 119 19

第７回（H29. ２. ８開催） 219 105 38

第７回まるごと“おおすみ”アグリ・フード商談会開催

KANOYA  CHAMBER 
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▲内覧会・フリー商談会の様子② ▲内覧会・フリー商談会の様子③

▲個別商談会の様子①

▲個別商談会の様子②

▲内覧会・フリー商談会の様子①

　内覧会・フリー商談会においては、招聘バイヤー及び、鹿児島市内の飲食チェーン店や指宿市内の
ホテル、地元大隅地域のスーパーマーケット・飲食店・通販会社などの一般バイヤーが多数来場し、
出展者のブースにおいて、商品の特徴やセールスポイントなどについて試食・試飲を通じて熱心に説
明を受けていました。

■出展者のコメント
・ 事前に商談先の情報を知らせてくれたので準備が容易にでき、サンプル等の紹介で良く伝えることが
できました。成約までには時間を要しますが継続し成約させます。（菓子製造業）
・ バイヤーから商品や販売方法について、多くのアドバイスをもらい非常に参考になりました。今後の
商品開発や販路拡大に活かして行きます。（食料品製造業）
・ 多くのバイヤーと商談ができ有意義な商談会でした。今後取引拡大に向け取り組んで行きます。地元
で開催される商談会は、当社にとって絶好の販路拡大の機会。できれば年２回開催して欲しいと思い
ます。（農産加工品製造業）
・ 大変満足な内容の商談会でした。ひとつだけ、個別商談が連続す
る場合、商談と商談の間隔５分はタイトでした。（製茶業）

■バイヤーのコメント
（鹿児島県外のバイヤー）
・ 今回初めて参加しました。非常に意欲のある事業者様が多く、勉
強になりました。今後、大隅エリアの商品を探して行きたいと思っ
ています。（百貨店）
・ 商品のボトムアップがされていて、パッケージ力、商品提案力が
昨年より強化されていると感じました。（食品商社）
（鹿児島県内のバイヤー）
・ 毎回参加しています。今回も目新しい商品等があり楽しく商談で
きました。商品の説明が分かりやすく、店で売ってみたいと思わ
せてくれました。（スーパー）
・ 年々商品のデザイン等、各メーカーのクオリティーが高まってい
る感じがします。（専門店）

＜お問合わせ先＞中小企業振興部まで
TEL 0994-42-3135　FAX 0994-40-3015

　当所は鹿屋・大隅地域の農畜水産物や加工食品等の更なる販路拡大・
販売促進を支援するためにこれからも様々な取組みを行って参ります。

KANOYA  CHAMBER 
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　２月 15 日（水）・16日（木）鹿屋市商店街連合会会員 15名参加のもと、熊本県阿蘇市および熊本
市方面への視察研修会が実施されました。
　初日に訪れた阿蘇神社は、平成 28年４月に発生した熊本地震により国の重要文化財である楼門が倒
壊。拝殿や神殿も被害を受け、すでに復旧工事に取り掛かっていましたが、楼門の復旧には７年程かか
るとの説明があり、被害の大きさが窺えました。
　２日目は熊本市にある健軍商店街を訪問。健軍商店街振興組合の釼

み わ

羽逸郎理事より、震災直後の状況
や震災後の取り組みについて写真などの資料を交え説明頂きました。釼羽理事は「今回の震災を通して
商店街は地域コミュニティの場・情報交換の場であると再確認することができた。今後は倒壊したスー
パー（サンリブ）が完成するまで商店街が協力し、イベントを多く行うことで観光客の呼び戻しを図り
たい。」と力強く語ってくださいました。
　今回の視察で、熊本地震
の被災地の現状を知ること
ができ、また、様々な視点
からそれぞれの商店街にお
ける現状や課題について情
報・意見交換することがで
きた視察研修となりました。

　鹿屋市笠之原地区の商工業者等で組織している笠之原商工同友会（森健一会長）と笠之原石油（伊東
政清社長）が、同地区の笠野原小学校に運動会にて使用する優勝旗を寄贈し、２月 23日（木）に贈呈
式が行われました。
　同校の優勝旗は昭和 36 年から使用しており、今年で 55
年目。昨年、商工同友会の役員らが運動会に参加した際に穂
園正幸校長より生地が傷み古くなっている旨の相談を受けて
おり、森会長が伊東社長に支援をお願いしたところ快諾。『笠
之原商工同友会・笠之原石油』の連名での寄贈となりました。
　優勝旗を受け取った６年の鎌田竜也君、牧元寿雅君は「笠
野原小学校の新しい伝統が生まれるのも、支えてくれる地域
の方々のお陰です。ありがとうございます。」と笑顔でお礼
の言葉を述べました。

鹿屋市商店街連合会：視察研修会開催鹿屋市商店街連合会：視察研修会開催

笠之原商工同友会：運動会の優勝旗寄贈笠之原商工同友会：運動会の優勝旗寄贈

KANOYA  CHAMBER 

▲ガイドより被災状況について説明 ▲健軍商店街振興組合 釼
み わ

羽逸朗 理事
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　当所では、各種会議・講演会・展示会・催し物などに利用
できる会議室をお貸しいたしております。300 名収容の大
ホールや、100 名収容の大会議室から 15 ～ 70 名の小・中
会議室まで、用途にあわせてご利用ください。

　また、会員事業所の方には割引料金を設けており、さらに
ご利用し易くなっております。

　ご利用時間は９時～ 21 時まで、日曜・祭日もお貸しして
おります。

　その他、ご不明な点・ご質問がございましたらお気軽にお
問い合わせください。

会議室をご利用しませんか？会議室をご利用しませんか？
～各種会議・講演会・展示会などにご利用下さい～～各種会議・講演会・展示会などにご利用下さい～

【お問い合わせ先】当所総務課まで　TEL：0994-42-3135

KANOYA  CHAMBER 

株式会社 さくら鹿屋市札元１丁目19-20
TEL：0994-41-0046

株式会社　三井株式会社　三井
三井調剤薬局グループ三井調剤薬局グループ

〒893-0014　鹿屋市寿７丁目12番11号〒893-0014　鹿屋市寿７丁目12番11号
TEL　０９９４（４０）１４６６TEL　０９９４（４０）１４６６
FAXFAX　０９９４（４４）６９１５　０９９４（４４）６９１５

健康な暮らしを応援します !!!健康な暮らしを応援します !!!
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＜４月29日（土）＞＜４月29日（土）＞
・体験搭乗（海上自衛隊鹿屋航空基地）：・体験搭乗（海上自衛隊鹿屋航空基地）：事前の応募・抽選事前の応募・抽選
　P－ 3C：哨戒機　TH－ 135：練習機ヘリコプター　P－ 3C：哨戒機　TH－ 135：練習機ヘリコプター
・海上自衛隊佐世保音楽隊等演奏会（鹿屋市文化会館）：・海上自衛隊佐世保音楽隊等演奏会（鹿屋市文化会館）：無料（要入場整理券）無料（要入場整理券）
・歓迎レセプション（リナシティ・ガレリア）・歓迎レセプション（リナシティ・ガレリア）
＜４月30日（日）＞＜４月30日（日）＞
・航空ショー・航空ショー（海上自衛隊鹿屋航空基地）（海上自衛隊鹿屋航空基地）
　○飛行展示　○飛行展示
　　航空自衛隊T－ 4飛行展示／陸上自衛隊ヘリ機動飛行展示／海自T　　航空自衛隊T－ 4飛行展示／陸上自衛隊ヘリ機動飛行展示／海自T－－ 5飛行展示5飛行展示
　　UH－ 60J 航空救難展示／ P－ 3C機動展示／陸上自衛隊第 1空挺団落下傘降下展示　　UH－ 60J 航空救難展示／ P－ 3C機動展示／陸上自衛隊第 1空挺団落下傘降下展示
　○民間アクロバット機の曲技飛行展示　○民間アクロバット機の曲技飛行展示
　○地上イベント　○地上イベント
　　航空機展示／陸上自衛隊装備品展示／音楽イベント／ P－ 3Cなるほど館／管制塔見学　　航空機展示／陸上自衛隊装備品展示／音楽イベント／ P－ 3Cなるほど館／管制塔見学
　　 海上自衛隊なりきり写真館／１空修隊工房／航空機機体洗浄展示／フライトシュミレータ試乗／　　 海上自衛隊なりきり写真館／１空修隊工房／航空機機体洗浄展示／フライトシュミレータ試乗／
P－ 3Cと綱引き／航空学生ファンシードリル／ゆるキャラ体験入隊／ミニP－ 3C（ミニバイク）P－ 3Cと綱引き／航空学生ファンシードリル／ゆるキャラ体験入隊／ミニP－ 3C（ミニバイク）
による対潜水艦戦による対潜水艦戦

　○史料館　○史料館
　　見学／呈茶　　見学／呈茶
☆基地内の駐車場は事前応募による抽選にて当選した方のみとなります。（観光バス、許可車両を除く）☆基地内の駐車場は事前応募による抽選にて当選した方のみとなります。（観光バス、許可車両を除く）
☆身障者駐車場を利用される方も事前申請が必要となります。☆身障者駐車場を利用される方も事前申請が必要となります。
☆＜一般駐車場＞①花岡学園特設②鹿屋バイパス特設③田崎特設④大隅ゴルフ場跡地（徒歩）☆＜一般駐車場＞①花岡学園特設②鹿屋バイパス特設③田崎特設④大隅ゴルフ場跡地（徒歩）
☆特設駐車場から鹿屋基地までシャトルバスが運行します。（運賃前払　片道200円　小学生未満無料）☆特設駐車場から鹿屋基地までシャトルバスが運行します。（運賃前払　片道200円　小学生未満無料）
☆詳しいイベント内容、駐車場等につきましてはHPをご確認下さい。☆詳しいイベント内容、駐車場等につきましてはHPをご確認下さい。

【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】かのやイベント協議会　TEL/FAX　0994-42-6690かのやイベント協議会　TEL/FAX　0994-42-6690
HP　http://www.air-memo.com　MAIL info@air-memo.comHP　http://www.air-memo.com　MAIL info@air-memo.com

エアーメモリアル in かのや 2017エアーメモリアル in かのや 2017

日　時　平成29年４月６日（木）　９時00分 ～　鹿屋市中小企業合同入社式
　　　　　　　　　　　　　　　　 　10時 00分 ～　新入社員研修講座
場　所　鹿屋商工会議所会議室（鹿屋市新川町600番地）
対象者　鹿屋市内の中小企業等に入社された方及び入社されて１年未満の方
受講料　無料
締　切　平成29年３月24日（金）まで
共　催　鹿屋商工会議所・鹿屋市
後　援　鹿屋労働基準監督署・鹿屋公共職業安定所

【お問い合わせ先】中小企業振興部　振興課まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

※詳しい内容につきましては、同封のチラシをご参照ください。

　今春、鹿屋市内の中小企業等に入社された新入社員の門出を祝し、社会人としての自覚と地域社
会に貢献されることを願って『合同入社式』を開催致します。
　合同入社式終了後、新入社員の人材育成を目的として、職場における基礎的知識や魅力アップの
ためのビジネスマナーについて、わかりやすく身につけて頂くための「新入社員研修講座」を開催
致します。多数のご参加をお待ち致しております。

鹿屋市中小企業合同入社式・新入社員研修講座のご案内鹿屋市中小企業合同入社式・新入社員研修講座のご案内

KANOYA  CHAMBER 



意気込み
　帰郷を機に、今年の１月より鹿屋商工会議所で働くご縁を頂きました。
　地元の発展の力になれますよう、日々の業務に努めたいと思っております
のでどうぞよろしくお願いいたします。
趣味・特技
　自然に触れることが好きで、時々ドライブをしながら海や川へ行きます。
　元旦に初日の出を山頂で見た際、とても感動したので、今年は登山の回数
も増やしたいです。

＝ 新職員紹介 ＝

中小企業振興部振興課　
主 事

益山　七美
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　平成 28年 11 月 18 日に消費増税延期法が成立し、消費税の軽減税率制度は、平成 31年 10 月
1日から実施されます。中小企業・小規模事業者の方々に、軽減税率実施への対応を円滑に進めて
いただくために、軽減税率対策補助金の申請受付期間を平成 30 年１月 31 日まで延長（ただし、
B-1 型については、平成 30年 1月 31日までに事業完了報告書を提出。）いたします。

A 型：複数税率対応レジの導入等支援
　複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修した
りするときに使える補助金です。
※ レジには、POS 機能を有していないレジ、モバイル POS レジシステム、POS レジシステム
などを含みます。

B 型：受発注システムの改修等支援
　電子的な受発注システム（EDI/EOS 等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応するた
めに必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

平成 30年 1月 31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。

複数税率対応として、2つの申請類型があります。

申請受付期限

A型及び B-2 型 平成 30年 1月 31日までに申請（事後申請）

B-1 型
平成 30年 1月 31日までにシステム改修等を終え、事業完了
報告書を提出（事前申請。交付決定 以前に作業着手した場合
は補助対象になりません。）

軽減税率対策補助金のお知らせ軽減税率対策補助金のお知らせ

KANOYA  CHAMBER 
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　『商工会議所』は業種・業態・事業規模を問わずあらゆる商工業者の皆様にご加入いただき、会員組織を基盤に
地域商工業の発展・魅力あるまちづくりをめざす “ 地域総合経済団体 ” としての使命を担うと共に、地域密着型の
相談・支援体制のもと地域経済のセーフティネット的機能を果たしながら会員企業の経営改善や従業員の福祉向上
に役立つように幅広い「会員サービスの提供」に力を入れ、地域中小企業の事業経営のお手伝いを通じて新たな成
長戦略の創造と経営力の向上に努めております。

【年 会 費】
　個人事業所の場合 ･･･ 原則として 12,000 円（１口） 以上
　法人事業所の場合 ･･･ 原則として 24,000 円（２口） 以上
　　　※平成 29年度年会費は平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日までです。
　　　※会費は全額損金または必要経費に算入できます。
　　　※ご加入初年度の会費は、ご加入月にあわせて、月割の金額を頂戴します。

☆職員が訪問し、ご説明させていただきます。まずはお電話ください。
鹿屋商工会議所　TEL0994-42-3135　まで

鹿屋商工会議所ご入会について

鹿屋商工会議所では、「行動し頼りになる信頼される鹿屋商工会議所！」をめざし、
現在、組織率の向上による組織力の強化に取り組んでおります。
お知り合いの方やお取引先の事業所等をぜひご紹介ください。

お知り合いの方をご紹介ください！
～鹿屋商工会議所ご入会のご案内～～鹿屋商工会議所ご入会のご案内～

新入会員ご紹介新入会員ご紹介 ～ご加入いただき、ありがとうございました！～

※平成 28 年 9月 23 日から平成 29 年 2月 16 日までにご加入された事業所

［50音順・敬称略］

企業名 所在地
Ａｍｏｕｒ 鹿屋市上野町 5228-3
美飾 ウインク 鹿屋市笠之原町 3-3 ウインク
㈲うえの福祉会 鹿屋市上野町 5200-1
㈱ＬＣＲデザイン 鹿屋市田崎町4550-1
㈱大隅半島農林文化村 鹿屋市浜田町1349-1
鹿児島総合食品 鹿屋市西原 2-4-5
ＫＡＺ Ｍａｃｈｉｎｅ
Ｓｅｒｖｉｃｅ 鹿屋市西原 2-6-7

中華料理 口福楼 鹿屋市寿 2-14-30
㈲小僧寿し鹿屋 鹿屋市川西町4263-3
特定非営利活動法人
寿学童保育の会 鹿屋市寿 5-17-7

Ｃａｆｅ Ｋｏｎｏｍｉｃｈｉ 鹿屋市北田町11099-3
コメリハードアンド
グリーン大姶良店 鹿屋市下堀町 9576-12

中華そば　さざん華 鹿屋市寿 8-2-23
㈱鹿児島イエローハット 鹿屋市札元 2-3763-3
七輪の館 鹿屋市本町 3-8SKYビル1階
Ｓｗｅｅｔ　Ｂａｂｙ 鹿屋市新生町10266-17
竹下商店 鹿屋市西祓川町 774-2

企業名 所在地
㈱ＴＷＣ 鹿屋市今坂町12431-55
ｈａｉｒ　Ｔｅｔｅ 鹿屋市白崎町15-26-102
焼肉 南州農場
〔㈱南州ミート〕 鹿屋市田崎町464-5

パーシモン貸家 鹿屋市新生町10263-17
弁護士法人
大隅広域ディフェンダー
藤尾法律事務所

鹿屋市打馬 2-1-11
ヴァンベール打馬101号

㈱プラテックス 鹿屋市川西町 2437-2
Ｐａｉｎｔ Ｇａｒａｇｅ 鹿屋市吾平町上名 23
ＭＹＢＯＮＤＳ 鹿屋市川西町4501-3
前原ボーリング工業 鹿屋市東原町 3269-9
政豊 鹿屋市寿 4-15-8
㈱みち 鹿屋市田崎町4567-1

山貴商事 鹿屋市新生町 8759-1
県営パークヒルズ鹿屋団地7-14号

㈱ユニクロ 鹿屋市笠之原町 2101
ライズ㈱ 鹿屋市東原町 6874-1
美容室 ＬｉLａｃ 鹿屋市旭原町 3625-4
㈱ワム２１南九州 鹿屋市新川町 5435-1

KANOYA  CHAMBER 
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　２月９日（木）当所において、江原＆パートナーズ社労士事務所代表の江原充志氏、合同会社グローカルサポー
ト代表の川野義美氏の二名をお招きして二部構成のセミナーを開催し、24名の方々が参加されました。
　第 1部では『知って得する助成金の活用方法』と題して雇用関係の助成金について江原氏にご教授頂き、「助
成金は補助金と違い条件を満たせば受給することができる。」と話され、申請するときに大切なことは「欲張
らずに、受給できる助成金を確実に取得すること」とアドバイ
スを頂きました。
　第 2部では『補助金申請のための経営計画作成のポイント』
と題して川野氏にご教授頂き、「補助金は要件を満たしていても
他の応募者と競争になるため必ずしも受給できるわけではない。
選ばれるためには公募要領を読み理解することが重要である。」
と説明され、最後に「補助金は申請をしないと受給できないので
とりあえず出してみることが大事」とまとめていただきました。
　参加者の方から、「また参加したい」などの声もあり好評のな
か終了しました。

エキスパートバンク～専門家の助言・指導で更なる飛躍～
　エキスパートバンク制度とは改善すべき経営課題を抱えている小規模事業者の皆さんの経営を支援する制
度です。経験豊富な専門家（エキスパート）が、直接事業所に訪問し、具体的・実践的な指導で課題を解決します。
ご利用できる方
県内商工会議所地区内の小規模事業者
商業、飲食業、サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）…従業員５人以下
製造業、建設業、運送業、宿泊業、娯楽業…従業員 20人以下

ミラサポ［専門家派遣事業］
「ミラサポ」とは中小企業・小規模事業者が抱える経営課題が複雑化、高度化、専門家する中で、相談ニー
ズにきめ細かく対応するため、中小企業庁が作成した支援ポータルサイトです。
「ミラサポ」の特徴
・全国の事業者、専門家などが参加するミラサポコミュニティで交流できます。
・ビジネスの成功をサポートする便利で実用的なツールが無料で使えます
・ あなたが抱える経営課題に応える専門家の派遣が無料で受けられます。（年間３回まで利用できます・従業
員の制限はありません）
・補助金の電子申請がミラサポからできます。
　会員登録はこちらから　https//www.mirasapo.jp/

［詳しくは当所中小企業振興部までお問い合せください］TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

『助成金・補助金セミナー』『助成金・補助金セミナー』

～専門家派遣を利用してみませんか？～～専門家派遣を利用してみませんか？～

▲説明を熱心に聞き入る受講者。

KANOYA  CHAMBER 
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～小規模事業者の資金調達を支援します～
マル経融資制度

　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の方が、
経営改善に必要な資金を、商工会議所の推薦に基づき日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低金利で融資
する制度です。

●ご利用いただける方
　常時使用する従業員（パート、アルバイトを除く）が 20人以下
　（宿泊業、娯楽業を除く小売、卸売、サービス業では５人以下）

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度のご案内
融資実行日より２ヶ月以内に必要書類を提出下さい !!

鹿屋市中小企業資金利子補給金制度とは…
　鹿屋市中小企業資金利子補給金の対象資金の融資
を受けた中小企業者に対し、借入金額の 2.0％分に
相当する額（限度額：１事業所あたり 30 万円）を
補給する制度です。

Ⅰ対象者の要件
①市内に住所又は事業所を有する中小企業者
　（ 法人の場合には、市内に本社・支社を有する者に
限る）

② 鹿屋商工会議所・かのや市商工会（串良本所・吾
平支所・輝北支所）に加入し、かつ、市税を完納
しているもの

Ⅱ利子補給金の内容
①対象資金
　・ 鹿児島県中小企業制度資金
　・㈱日本政策金融公庫制度資金
　・ 商工貯蓄共済制度資金（積立金の範囲内の資金
は除く。）

　　（※ 返済期間 1年未満の短期借入については、対
象になりません）

※ 必要書類等については当所中小企業振興部までお問
い合わせ下さい。

◎その他お問い合わせは…
鹿屋市農林商工部商工振興課まで
住所：鹿屋市共栄町20-1　TEL：31-1164　FAX：40-8688

※ご相談によっては、ご希望に添えない場合もあります。

【お問い合わせ先】当所中小企業振興部まで　TEL：0994-42-3135　FAX：0994-40-3015

【資 金 使 途】　運転資金および設備資金
【融　　　資】　2,000 万円
【限　度　額】　※ 1,500 万円以上のご融資の場合、事業計画書の提出が必要となります。
【担保保証人】   不要
【利　　　率】　1.16％（平成 29年３月 15日現在）
【返 済 期 間】　運転資金…  7 年以内（据置１年以内含む）
　　　　　　　　設備資金…10年以内（据置２年以内含む）

KANOYA  CHAMBER 
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忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い忙しいあなたに変わって記帳のお手伝い

記帳代行のご案内記帳代行のご案内
～新規委託先募集中～～新規委託先募集中～

　商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。
記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化
を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。損益計算書・
貸借対照表を作成しますので、青色申告特別控除を適用することもできます。
また、記帳代行を通じて財務状況が把握でき、経営状態の分析にも役立ちます。

記帳代行ってなにをすればいいの？？
　営業日報（売上・仕入・経費）を毎日記入していただき、
その日報を当所へご提出いただきます。それに基づき、当所
記帳指導担当職員が、帳簿（総勘定元帳）の作成を行います。
また、毎年度末の確定申告書・決算書作成の指導までをサポー
トいたします。（決算代行は別途手数料を戴きます。）
記帳代行の効果は？？
・経理事務の負担が軽減され、事業活動への集中が図れます。
・ 四半期ごとの売上、仕入れ、経費の支出状況を提示、経
営の状況が把握できます。
・決算、申告、年末調整に関わる事務が大幅に軽減されます。
・計算が複雑な減価償却費の計算も簡単にできます。
記帳代行の対象は？？
・ 当商工会議所の会員であり、かつ個人の小規模事業者（従
業員 20名以下）の方

・現在、税理士の指導を受けていない方
・前年の青色申告特別控除前の所得が 400 万円以下の方
・青色申告者または青色申告希望者の方
記帳代行の手数料は？？
毎月6,000 円（消費税別）
※ 確定申告書・決算書の作成については、所得規模に応じ
て手数料が異なりますので、別途お尋ねください。
▼決算代行業務も承っております。
　毎日帳簿（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）を
記入されている方で、確定申告書・決算書作成の指導をご希
望の方についても、申込みを承っておりますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。

【記帳代行に関するお問い合わせ先】
中小企業振興部まで　TEL：0994-42-3135

業況ＤＩは、足踏み。先行き改善見込むも、懸念材料多く、慎重な見方続く。
九州の業況ＤＩは、前月と比べ悪化。

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）－2017年２月調査結果 －

●調査期間：2017 年２月 14 日～ 20 日　●調査対象：全国の 423 商工会議所が 2982 企業にヒアリング
●DI とは： ディフュージョン・インデックスの略称、調査項目についての判断の状況を示す。ゼロを基準

として、プラスの値は景気の上向き傾向を、マイナスの値は景気の下向き傾向をあらわす。

　２月の全産業合計の業況ＤＩは、▲ 24.0 と、前月から▲ 1.0 ポイントの悪化。大雪など天候不順による客足減少や消費者の節約
志向、人手不足の影響などにより、サービス業・卸売業の売上が減少した。また、建設業や製造業を中心に原材料や燃料の値上り
を指摘する声が聞かれた。中小企業の景況感は、電子部品、自動車関連の生産や住宅など民間工事の底堅い動きに下支えされてい
るものの、改善に向けた動きは足踏み状況となっている。 
　先行きについては、先行き見通しＤＩが▲ 16.7（今月比＋ 7.3 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不変」への変
化が主因。インバウンドを含む消費の拡大や設備投資の増加、海外経済の回復に加え、プレミアムフライデーを契機とする個人消
費の喚起に期待する声も聞かれる。他方、消費の一段の悪化や人手不足の影響拡大、米国大統領の政策の不透明感、原材料・燃料
価格の上昇による収益悪化などへの懸念から、中小企業においては業績改善に確信を持てず、業況感は横ばい圏内との見方が続く。
【九州ブロック概況】
○ 全産業の業況ＤＩは、前月と比べ悪化。産業別にみると、建設業で改善、その他の４業種で悪化した。各業種から寄せられたコ
メントは以下のとおり。 
○ 「熊本地震の復旧関連工事の発注が徐々に増加しており、受注ができたことで、売上は改善した。ただし、本格的な発注は、来
年度になる見込み」（一般工事業）、「人手不足が深刻なことに加え、昨秋の最低賃金改定もあって、賃金を引き上げざるを得ず、
採算が圧迫されている」（ビル清掃業）、「一部の農作物価格が依然として高いものの、全体的には価格は安定しており、採算は平
年並みに戻った」（農産物卸売業） 
○ 業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と比べ改善の見込み。産業別にみると、卸売業、小売業、サービス業で改善、その
他の２業種で悪化する見込み。

KANOYA  CHAMBER 



２月例会：視察研修を実施！２月例会：視察研修を実施！

女性会通信女性会通信
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　２月 20日（月）・21日（火）大阪市にて、当所女性会員７名参加のもと、女性経営者および経営者夫人の
資質向上を目指す視察研修を行いました。
　初日は、大同生命大阪本社を訪問し、女性経営者の先駆けとなり各事業に取り組んだ広岡浅子氏について学
びました。ガイドツアーでは、浅子氏が当時どのように生き、女性のためにどのような事業を手掛けたか、ま
たそれがその後の社会にどう影響を与えたか等、様々なエピソード交えながら知ることができ、どのような環
境の中でも「九転十起」の精神で前向きに事業に取り組んだ浅子氏の姿に、参加者一同刺激を受けました。
　次に、布施商店街「おかみさん会」の皆さんと交流会を開催し、女性経営者・経営者夫人としての視点から、
どのような形で地域活性化に取り組むべきか、意見交換を行いました。布施商店街のおかみさん会は、「女性
ならではの視点で商店街を盛り上げていってほしい」という思い
から発足され、現在月に一度お茶会を開いており、『定期的にメン
バーが集まることで、新たな活動への意見交換ができる』と話し
てくださいました。また、布施商店街には商店街内に商売繁盛の『布
施戎神社』があり、『えべっさんの町』という PRポイントを作る
ことで布施という町を広く宣伝することができ、布施ならではの
良さを広めるために『一店逸品運動』も行っているとのことでし
た。おかみさん会の皆さんは「良いと思ったことは積極的に吸収
し、どんどん活動に反映させていきたい」と口を揃えておっしゃっ
ており、学ぶことの多
い意見交換となりまし
た。
　これらの研修を通じ
て学んだことを今後の
女性会活動はもとよ
り、商工業振興や地域
活性化に反映させたい
と気持ちを新たにした
視察研修となりました。 ▲布施商店街『おかみさん会』の皆さんと▲意見交換の様子

▲大同生命大阪本社にて

＜女性会会員募集中！＞
鹿屋商工会議所女性会では現在会員募集中です !

資質の向上、会員間の親睦・交流を図りながら、女性ならではの視点や感性で地域の発展に向けて共に活動しませんか？
 ◆入 会 資 格　     鹿屋商工会議所会員事業所の女性経営者又は従事する女性
 ◆年　会　費　　6,000 円
 ◆問い合わせ先　   鹿屋商工会議所女性会事務局　TEL：42-3135

KANOYA  CHAMBER 



１．掛金は全額所得税控除
　 　払い込んだ掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります。
２．受取時も税制メリット
　 　共済金は、廃業や退職時のほか、65歳以上で 15年以上掛金を納付した方も受け取ることが出来ます。共
済金を受け取るときは、「一括」もしくは「分割」（又は併用）を選ぶことができ、「一括」受取りの場合、共
済金は「退職所得」扱いとなり、退職所得控除などのメリットを受けることができます。
３．資金に困ったら…
　　事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の７～９割の範囲内で貸付制度がご利用できます。
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【お問い合わせ先】当所中小企業振興部まで　TEL：0994-42-3135

KANOYA  CHAMBER 

小規模企業共済のすすめ
１）小規模企業共済制度とは？
　個人事業や会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図
るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。運営は、『小規模企業
共済法』に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

２）加入対象者
　小規模企業共済に加入できる方は、個人事業主・共同経営者・会社等役員で、雇用されている従業員（正規雇用人）
数によって判断されます。
　⑴ 商業（卸売業・小売業）、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）を営む場合は、常時使用する従業員の数が 5

人以下の企業の個人事業主または会社の役員
　⑵ 建設業、製造業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業に限る）、不動産業、農業などを営む場合は、常時使
用する従業員の数が 20人以下の個人事業主または会社の役員　 

　⑶ 上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者（個人事業主 1人につき 2人まで）
　　※ 従業員とは、個人事業主や会社等役員、共同経営者（２人）まで及び家族従業員、パート従業員、アルバ

イト従業員などの臨時に期間を定めて雇い入れている者を除いた、正社員として雇用されている方を言い
ます。

３）掛金
　１．掛金月額
　　掛金の月額や払込み方法は、1,000 円から 7万円の範囲（500 円単位）で自由に選択できます。
　２．払込方法
　　掛金の払込方法は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択できます。
　３．掛金の増額、減額
　　掛金月額は、1,000 円から 7万円までの範囲内（500 円単位）で、増額または減額できます。

小規模企業共済のお得ポイント
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～業務災害補償プラン～～業務災害補償プラン～
加入６万件超、非正規もカバー加入６万件超、非正規もカバー

商工会議所会員事業者向け保険制度のご案内

高まる企業の労災リスク…裁判で遺族側勝訴が相次ぐ
　過労死を巡る裁判において、従来より企業や経営者の責任を明確にする判決が増加しています。平成 27年 12月には
「改正労働安全衛生法」が施行されるなど、従業員の労務管理について、企業側の対応がこれまで以上に問われています。
　業務災害補償プラン（図）は、従来型の負傷型労災といわれる業務中のケガ、および労働災害の責任が企業にあると
法律上判断された（例えば安全配慮義務違反を問われた）場合に発生する、企業の損害賠償責任（賠償金など）に対応
する制度です。

【図】業務災害補償プランの商品構成

○事業者の政府労災保険への加入を本プランへの加入条件としています

　労働災害が発生し、労働者が死傷すると、企業には一般に次のような法的責任が発生します。
　①民事責任　②行政責任　③刑事責任　④社会的責任
　本プランは、この４つの責任のうち、「①民事責任」は、すなわち、使用者責任を補償するものとなっています。労働
者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者（経営者）は労働者またはその遺族から民事上の損害賠
償を請求されます。損害賠償には、主に治療費（死亡・後遺障害の場合は逸失利益）や休業損害、慰謝料、弁護士費用
などが含まれ、労働者が死亡した場合、企業の民事賠償責任が 5000 万から１億円を超えるような高額になるケースが
あります。そして、その額は年々上昇しています。
　一方、高額の損害賠償金に資金繰りがつかず、資金がショートし事業継続が不可能になることもあり、その場合、こ
れまで雇用していた多くの労働者も路頭に迷うことになります。本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・
手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバー。事業継続の大きな一助になると
いえます。また、前述のような新しい企業責任（安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任）のほか、例え
ばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任（民事賠償金）
を問われた場合の慰謝料や訴訟費用（弁護士費用など）も対象になります。
加入しやすい保険料水準と手続き　
　保険料は、補償内容が同じ一般の保険に比べ約半額程度に設定されており、業種を問わず多くの事業者が本プランに
加入しています。さらに売上高を基に保険料を算出する仕組みであることから、加入に当たっては従業員数を保険会社
に通知する手間がなく、パート・アルバイトが多い製造業・小売業には利便性が高くなっています。また、役員を含め
全従業員が自動的に補償対象となることから、中小・中堅や下請けを抱える事業者などに活用しやすい内容になってい
ます。従業員の労務対策はこれまで安全配慮義務の実施、福利厚生といった観点で捉えられてきましたが、今後は、少
子高齢化による労働人口の減少などに対応した人材確保の観点から考える必要があります。従業員の心身の健康を保つ
ことは、企業にとって効率的で持続的な成長への投資といえるかもしれません。
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＜定額補償部分＞
【労災の上乗せ補償】（目的：従業員などの福利厚生の充実）

〔補償内容〕 ・業務中（※）のケガによる入通院費用、死亡保険金　など
 　※通勤途上も含む
 ・政府労災保険の給付決定などの認定の有無にかかわらず支給（支払い）

＜賠償補償部分＞
【企業の経営リスクを担保】（目的：企業の安定的経営、企業防衛）

〔補償内容〕 ・企業の法律上の損害賠償責任を補償（例：（高額）賠償金など）
 ・争訟費用　など

KANOYA  CHAMBER 
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消費税及び地方消費税の確定申告はお早めに消費税及び地方消費税の確定申告はお早めに
　消費税の課税事業者に該当する個人事業者の方の平成 27 年分消費税及び地方消費税の確定申告は、平成 29 年
3月 31日（金）が申告・納付の期限となっています。

注意：「消費税の課税事業者」とは、次の方々をいいます。（平成 28年分）
　　　・平成 26年分の課税売上高が 1千万円を超える事業者
　　　・ 平成 26年分の課税売上高が 1千万円以下の事業者で、平成 26年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出

している事業者

　確定申告は「消費税及び地方消費税の確定申告書の手引
き」を参考にして頂く他、国税庁のホームページ（http://
www.nta.go.jp）の「確定申告等作成コーナー」をご利用
頂くと簡単に申告書等の作成ができます。さらにこのコー
ナーで作成したデータは、「国税電子申告・納税システム
（e-tax）」を利用して送信することができます。
　消費税及び地方消費税についてお分かりにならないこ
とがありましたら、最寄りの税務署（個人課税担当）や、
税務相談室にお気軽におたずねください。
【お問い合わせ先】
　鹿屋税務署まで（TEL：0994-42-3127）

～　振替納税をご利用の方へ　～
申告所得税の振替日は、4月 20日（木）

個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日は
4月 25日（火）

☆ 振替期日前に、「はがき」等による連絡は行っておりませ
んので、振替日の前日までに預貯金口座の残高をお確か
めください。
☆ 振替期日までに納税されなかった場合又は預貯金残高不
足等で口座振替ができなかった場合は、納付期限の翌日
から延滞税が加算されます。

所得税
消費税

  のの  確定申告確定申告 無料税務相談 実施中！無料税務相談 実施中！
鹿屋支部の各税理士事務所では無料税務相談を実施しております。
□相談を希望される方は事前に下記の各税理士事務所に電話でお申込み下さい。
□相談は無料です。（ただし、おおむね30分以内）

氏　　名 所　在　地 電話（0994）
伊集院　一　男 鹿屋市寿 43-2315
風呂井　　　敬 鹿屋市田崎町 44-5311
朝　倉　正　博 鹿屋市寿 44-8868
青　山　三　郎 鹿屋市本町 42-5822
岩　崎　隆　夫 鹿屋市寿 43-5011
二　宮　道　昭 鹿屋市新生町 43-8723
鶴　野　英　一 鹿屋市共栄町 43-3737
武　石　卓　郎 鹿屋市今坂町 42-0560
南　　　光　幸 鹿屋市寿 41-2810
小　林　千　鶴 鹿屋市上谷町 41-8811
窪　田　伸　一 肝付町富山 65-7456
竹之内　德　嗣 鹿屋市札元 52-0810
眞　茅　喜　昭 鹿屋市笠之原町 41-2610
尾　曲　　　賢 鹿屋市寿 43-2315

氏　　名 所　在　地 電話（0994）
廣　瀬　克　彦 鹿屋市白崎町 41-7763
中　倉　和　人 鹿屋市串良町有里 31-4005
大　薗　純　広 鹿屋市共栄町 43-2525
半　崎　光　男 鹿屋市西原 41-0234
窪　田　哲　郎 肝付町新富 65-4095
堀之内　初　男 肝付町前田 65-2269
福　永　　　譲 鹿屋市西原 41-1325
四　元　一　右 鹿屋市西原 43-3653
七　村　義　見 鹿屋市下堀町 45-7725
河　野　純　一 鹿屋市高須町 47-3030
風呂井　　　誠 鹿屋市田崎町 44-5311
鈴　木　勝　一 鹿屋市西原 44-5534
原　﨑　　　誠 鹿屋市西原 43-2341
児　島　　　州 鹿屋市吾平町 58-8885

税理士会登録順

南九州税理士会・鹿屋支部　会員名簿

KANOYA  CHAMBER 
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　地域発のヒット商品開発というテーマで話題になる
キーワードの一つに「ストーリー」があります。今回
は商品やサービスに関するストーリーを消費者目線で
考えてみます。
　「この商品にはストーリーがあるんですよ」。話を伺
うと、希少性や作るのにどれだけ手間がかかっている
かを長々と説明されることがかなりあります。正直な
感想を言うと、これらは確かに差別化の要因ではあり
ますが、他と違っているだけでは消費者から選ばれる
理由になりません。違っている内容が、消費者にとっ
て意味があり、何らかのメリットをもたらすものでな
ければ商品としての付加価値にはなりません。
　作り手目線のストーリーと買い手が求めるストー
リーは似て非なるものです。作り手目線のストーリー
は、往々にして「価格が高いことに対する言い訳」と
捉えられがちです。実際にそういうつもりで語られる
ことも多いようです。
　では、消費者が求めるストーリーとは何なのでしょ
うか。モノを買うという行為をもう一度見直してみま
しょう。世の中にはモノやサービスがあふれています。
さらにインターネットの普及で選択に関する情報もい
くらでも入手できる環境になりました。そうした環境
の中で一つの商品を選ぶことは消費者にとって楽しさ
とストレスの両方をもたらします。特に若い世代や高
齢者の間ではモノ選びで失敗したくないという心理も
強く働いています。そのため「ＡではなくＢを選んだ」
ということを自分に納得させるための理由が必要なの
です。ストーリーはそのために存在しています。
　「品質の割に安かった」や「身体によい」とか「プ
レゼントするときっと喜ばれる」「まだ世間にあまり
知られていない」「こだわりの職人さんが作っている」
など消費者がモノを選ぶにはさまざまな理由がありま
す。最近ではインスタグラムやフェイスブックなどで

写真付きで情報発信すること自体を目的とした消費が
増えていることも侮れません。これらに求められるの
は、見栄えの良さや短く特徴が語れることや自慢でき
ることなどです。
　身もふたもない言い方ですが、品質や商品内容自体
が消費者のストーリーに大きな割合を占めないことす
らあります。例えば、行列のできるラーメン屋や予約
の取れないレストランになぜ人は行くのでしょうか。
それは多くの人がそこを評価している理由が知りたい
からであり、そのものが希少であるからというよりは
それを体験した自分が周囲に対して希少だという立場
で語れるからです。ついでにそこで食べたラーメンに
は「こういうストーリー（特徴や誕生秘話など）があっ
てね」と言えればいいのです。
　作り手にとってのストーリーはその商品が誕生した
いきさつや特徴ですが、消費者にとってのストーリー
は、自分がそれを選ぶための納得できる理由です。ブ
ランドと同様にストーリーも消費者の頭の中に形作ら
れるものなのです。

『ストーリーが大事って
言うけれど』

◇渡辺　和博／わたなべ　かずひろ
　日経ＢＰ社　日経ＢＰヒッ
ト総合研究所上席研究員。
1986 年、筑波大学大学院理工
学修士課程修了。同年、日本
経済新聞社入社。日経パソコ
ン、日経ビジネス、日経トレ
ンディなどＩＴ分野、経営分
野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現
職。全国各地の商工会議所などで地域振興や特
産品開発のための講演・コンサルを実施。消費
者起点のものづくりをテーマに地域発のヒット
商品育成を支援している。

KANOYA  CHAMBER 
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※平成 28年度より、簿記・リテールマーケティング（販売士）検定のインターネット申込受付を開始しました。
　鹿屋商工会議所ホームページ http://kanoya-cci.omega.ne.jp/service/main-nav03.html よりお申込みください。

※カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、福祉住環境コーディネーター、ｅｃｏ検定は、「東京商工会議所検定センター」へ
　インターネットもしくは電話で直接お申込みください。 東京商工会議所検定ホームページ http://www.kentei.org/
 TEL 03-3989-0777（土日 ･祝日 ･年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）

※ネット試験は各地ネット試験会場で受付けしています。
 　＜日商ＰＣ／電子会計実務／日商ビジネス英語／キーボード操作技能／簿記初級＞
　ネット試験施行機関（各施行機関でネット科目の実施内容が異なります。事前にお問い合わせください。）
　　・鹿屋ビジネス専門学校 　 　 　　〒 891-2311 鹿屋市白水町 281　 　　TEL 0994-46-5088  FAX 0994-46-5123
　　・㈲ＫＷＳ 鹿屋パソコンスクール  〒 893-0064 鹿屋市西原 4丁目 9-11　TEL 0994-40-4158  FAX 0994-40-4178

※商工会議所検定情報ホームページ　http://www.kentei.ne.jp/

平成29年度　各種検定試験日程平成29年度　各種検定試験日程
検定種目 検定施行日 申込受付期間 受験料

珠　　 算

珠算能力（第 210回）
段　　位（第 120回） 29年　6月 25日（日） 4/17（月）～ 5/24（水） 段位

・珠算のみ　２，５００円
・暗算のみ　１，２００円
・両方受験　２，９００円

１級　２，３００円
準１級　２，０００円
２級　１，７００円
準２級　１，６００円
３級　１，５００円
準３級　１，３００円
４～６級　１，０００円
７～ 10級　　　９００円

暗算　　　９００円

珠算能力（第 211回）
段　　位（第 121回） 29年 10月 22日（日） 8/14（月）～ 9/20（水）

珠算能力（第 212回）
段　　位（第 122回） 30年　2月 11日（日） 12/4（月）～ 30年 1/10（水）

下級・暗算（第 102回） 29年　4月　9日（日） 1/30（月）～ 3/8（水）

下級・暗算（第 103回） 29年　8月　6日（日） 5/29（月）～ 7/5（水）

下級・暗算（第 104回） 29年 12月 10日（日） 10/2（月）～ 11/8（水）

簿　　 記

１級～３級（第 146回） 29年　6月 11日（日） 4/3（月）～ 5/11（木）

１級　７，７１０円
２級　４，６３０円
３級　２，８００円

１級～３級（第 147回） 29年 11月 19日（日） 9/11（月）～ 10/19（木）

２級～３級（第 148回） 29年　2月 25日（日） 12/18（月）～ 30年 1/25（木）

リ テ ー ル
マーケティング
（販売士）

２・３級（第 80回） 29年　7月　8日（土） 5/8（月）～ 6/15（木） １級　７，７１０円
２級　５，６６０円
３級　４，１２０円１・２・３級（第 81回） 30年　2月 21日（水） 12/18（月）～ 30年 1/25（木）

科目免除者（試験の一部免除）は、申込み時にその証明書（免除科目が明記されているもの）の写し（コピー）の提出が必要です
【１級】科目別合格証明書【2･3 級】養成講習会終了証明書、養成通信教育講座終了証明書、（3級のみ）商業経済検定試験の合格証書又は合格証明書
※免除期間は、科目免除資格取得直後から行われる２回の検定試験まで※詳しくは窓口・電話にてお問い合わせください

か ご し ま
検　　　定

グランドマスター（第 21回）
シニアマスター（第 30回）・マスター（第 32回） 29 年　6月　4日（日） 4/3（月）～ 5/8（月）

グランドマスター
４，３２０円

シニアマスター
３，２４０円

マスター　　 ３，２４０円

シニアマスター（第 31回）・マスター（第 33回） 29 年　9月　6日（水） 7/7（金）～ 8/10（木）

グランドマスター（第 22回）
シニアマスター（第 32回）・マスター（第 34回） 30 年　2月　4日（日） 12/1（金）～ 30年 1/12（金）

DCプランナー
企 業 年 金
総合プランナー

２級（第 23回） 29年　9月 10日（日）
※ 試験日の約３ヶ月前から商工会議所の
窓口にて願書（申込書）配布開始

※インターネットからも受験申請できます

※申込期間、受験会場は各自ご確認ください

２級　６，４８０円

１級（第 22回） 30年　1月 28日（日） １級　１０，８００円

カ ラ ー
コーディネーター

２・３級（第 42回） 29年　6月 18日（日） 4/4（火）～ 5/2（火）
２級　７，３４０円
３級　５，２５０円

２・３級（第 43回） 29年 12月　3日（日） 9/19（火）～ 10/20（金）

ビ ジ ネ ス
実 務 法 務

２・３級（第 41回） 29年　7月　2日（日） 4/18（火）～ 5/19（金）
２級　６，４８０円
３級　４，３２０円

２・３級（第 42回） 29年 12月 10日（日） 9/26（火）～ 10/27（金）

福祉住環境
コーディネーター

２・３級（第 38回） 29年　7月　9日（日） 4/25（火）～ 5/26（金）
２級　６，４８０円
３級　４，３２０円

２・３級（第 39回） 29年 11月 26日（日） 9/12（火）～ 10/13（金）

環 境 社 会
検 定
（eco 検定）

第22回 29年　7月 23日（日） 5/9（火）～ 6/9（金）
５，４００円

第 23回 29年 12月 17日（日） 10/3（火）～ 11/2（木）

インターネット
申込受付可能

インターネット
申込受付可能

KANOYA  CHAMBER 
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